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宇土市では、若者の定住促進と本市の産業を支える人材確保を目的に、奨学金の返還に関する補助金

を交付しています！宇土市内の事業所に就職し、宇土市での活躍を目指すあなたを応援します。

令和６年４月１日以降に市内事業者に

正規雇用された方

宇土市 商工観光課
商工振興係

TEL 0964-27-3328 　宇土市　奨学金返還支援お問合せ 

年間２０万円上限

３年間で

を

　最大  　  万円

宇土市が

６０

交付申請をする年度の４月１日において

満３０歳未満である方

申請期間は  毎年　 ⽉から  ⽉です！５ ９
制度の詳細・申請は市HPをご覧ください。



□
交付申請をする年度の4月1日において、満30歳未満である方

□
令和6年4月1日以降に市内事業者（※）に正規雇用され、当該雇用が申請日時点においても継続している方

□
交付申請日において、宇土市に住所を有する方

□
大学等在学中に奨学金の貸与を受け、返還義務がある方

□
奨学金返還に関する他の補助金の受給をしていない方

□
申請年の前年度に奨学金を返還した方

□
市税等の滞納がない方　　　　　　　

よくある質問

② 補助金の申請

宇土市役所

 宇土市商工観光課 　TEL
0964-27-3328お問い合わせ先


宇土市奨学金返還支援補助金

６０　３年間で最大  　  万円

　若者の定住促進を⽬的に、宇⼟市内事業所に就職した３０歳未満の方を対象にした

奨学金の返還を支援する制度です。前年度に返還した奨学金が対象となります。

とは

（ 年間２０万円上限
）

対象者　

必要書類

大学等を

卒　業
① 宇土市内で就業し

奨学金を返還

申請者 申請者

宇土市役所

③ 補助金の交付
申請期間は毎年５月～９月です。

申請 交付決定の

お知らせ
補助金を

交付

ー 以下のすべてを満たす方
ー

●宇土市以外の出身でも対象になりますか。

対象になりますが、宇土市に住民票を有する必要

があります。

●中途採用でも対象になりますか？

申請する年度の４月１日において、満３０歳未満

であれば対象となります。

●どんな奨学金が対象になりますか？

独立行政法人日本学生機構の第一種奨学金、第二

種奨学金及び熊本育英資金です。　　　                 　

上記に当てはまらない奨学金を貸与されている場

合は、商工観光課までご相談ください。 


●申請は毎年必要ですか？

申請手続きは毎年必要です。

① 申請書（様式第１号）

② 雇用証明書（様式第２号）

③ 宇土市補助金等交付規則に定める同意書

④ 誓約書兼同意書

⑤ 住民票の写し

⑥ 奨学金貸与機関が発行する補助対象奨学金の貸与を証する

もの（初回申請時に限る。）

※日本学生支援機構の奨学金の場合

 
「口座振替加入通知」の写し、又は「奨学金返還証明書」

※熊本県育英資金の場合

 
「返還計画書」の写し、又は「返還台帳」

⑦ 前年度に返還した補助対象奨学金の額を証する書類（預金

通帳の写し、又は返還証明書）

請求

①～④は市ホームページから

ダウンロード可能です。　　　

※初回申請は令和9年9月末日まで

※市内事業者とは、宇土市内に本店又は主たる事務所を有する事業者です。

https://www.city.uto.lg.jp/d?q=e224d0c1aed813a519feac4418c6b7c0.docx
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